
令 和 ７ 年 度

（ ２ ０ ２ ５ 年 度 ）

平塚市特別会計・公営企業会計予算書



競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算

及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書



議　案  第　２６　号

令和７年度平塚市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）　　　

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１，４５４，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）　　　

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 ２３５ 条の３ 第２項の規定による一時借入金の

借入れの最高額は、１０，０００，０００千円と定める。

令和７年２月１４日提出

平塚市長　    落　合　　克　宏

令 和 ７ 年 度 平 塚 市 競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算

－1－



－3－



国民健康保険事業特別会計予算

及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書



議　案  第　２７　号

令和７年度平塚市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）　　　

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，７５３，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

令和７年２月１４日提出

平塚市長　    落　合　　克　宏

令 和 ７ 年 度 平 塚 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
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第２表　債務負担行為
（単位：千円）

特 定 保 健 指 導 支 援 業 務 委 託 料
（ 令 和 ７ 年 度 分 ）

令和８年度から
令和９年度まで

7,950

事　　　　　　　　　　項 期　　間 限　度　額

国民健康保険税督促状封入封緘等業務委託料
（ 令 和 ７ 年 度 分 ）

令和８年度 462
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及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

水産物地方卸売市場事業特別会計予算



議　案  第　２８　号

令和７年度平塚市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）　　　

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７，６００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和７年２月１４日提出

平塚市長　    落　合　　克　宏

令 和 ７ 年 度 平 塚 市 水 産 物 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算
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及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

介護保険事業特別会計予算



議　案  第　２９　号

令和７年度平塚市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，９５７，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和７年２月１４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平塚市長　    落　合　　克　宏

令 和 ７ 年 度 平 塚 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
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後期高齢者医療事業特別会計予算

及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書



議　案  第　３０　号

令和７年度平塚市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）　　　

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，２８９，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

令和７年２月１４日提出

平塚市長　    落　合　　克　宏

令 和 ７ 年 度 平 塚 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算
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第２表　債務負担行為
（単位：千円）

事　 　項 期　　間 限　度　額

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 納 入 通 知 書
作成等業務委託料 （令和８年度課税分 ）

令和８年度 197
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病 院 事 業 会 計 予 算

及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書



議 案 第３１号　　

　　（総則）

第１条　令和７年度平塚市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。　

　　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　　（１）　病　床　数

ア　一 般 病 床 ４１０床　

イ　感染症病床 ６床　

　　（2）　年間患者数

ア　入 院 患 者 １１９，７２０人　

イ　外 来 患 者 ２００，０００人　

　　（３）　一日平均患者数

ア　入 院 患 者 ３２８人　

イ　外 来 患 者 ８２６人　

　　（４）　主な建設改良事業

ア　資産購入費 879,286千円 

イ　病院改良費 40,431千円 

　　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　第１款　　病　　院　　事　　業　　収　　益 17,524,552千円 

　　　第１項 医 業 収 益 14,423,128千円 

　　　第２項 医 業 外 収 益 2,839,924千円 

　　　第３項 特 別 利 益 261,500千円 

　　第１款　　病　　院　　事　　業　　費　  用 18,326,413千円 

　　　第１項 医 業 費 用 17,745,204千円 

　　　第２項 医 業 外 費 用 191,572千円 

　　　第３項 特 別 損 失 387,637千円 

　　　第４項 予 備 費 2,000千円 

　　　　収　　　入

　　　　支      出

令和７年度平塚市病院事業会計予算
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　　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

  対し不足する額　１，９１２，１６６千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

　第１款　　資　本　的　収　入 967,421千円 

　第１項 企 業 債 486,400千円 

　第２項 負 担 金 466,006千円 

　第３項 貸 付 金 返 還 金 12,015千円 

　第４項 差入保証金返還金 3,000千円 

　第１款　　資　本　的　支　出 2,879,587千円 

　第１項 建 設 改 良 費 919,717千円 

　第２項 企 業 債 償 還 金 934,410千円 

　第３項 他会計借入金償還金 1,000,000千円 

　第４項 差 入 保 証 金 5,000千円 

　第５項 職 員 貸 付 金 20,160千円 

　第６項 過 年 度 返 還 金 300千円 

　　（継続費）

第５条　継続費の総額及び年割額は、次のとおり定める。

（単位:千円）
款 項 事業名 総額 年度 年割額

令和７年度 16,843

令和８年度 25,265

　収　　　入

　支　 　出

本館エアハンドリング
ユニット修繕事業 42,1081 建 設 改 良 費1資本的支出
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　　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位:千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率

　　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。

　　（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、また、

  それ以外の経費を、その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　　（１）  職 員 給 与 費

　　（２）  交     際     費 500千円 

　　（たな卸資産の購入限度額）

第９条  たな卸資産の購入限度額は、３，７８９，４７１千円と定める。

　　（重要な資産の取得及び処分）

第１０条  重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　類 数　量

医療器械 一 式

医療器械 一 式

医療器械 一 式

器械備品 一 式

器械備品 一 式

令和７年２月１４日提出

　　　平塚市長　 落  合　 克  宏

セントラルモニタシステム

無停電電源装置

電子カルテバージョンアップ

普通貸借又は証券
発行。なお、起債の
全部又は一部を事
業の進捗その他の
都合により翌年度に
繰越して起債するこ
とができる。

償還の方法

政府資金については、その融通条
件により、銀行その他の場合にはそ
の債権者と協定するものによる。た
だし、財政の都合により措置期間及
び償還期限を短縮し、又は繰上償
還もしくは低利に借換えすることが
できる。

3.5％以内
　（ただし、利率
見直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見直
しを行った後にお
いては、当該見直
し後の利率）

486,400

名　　　称　

FPD（フラットパネルディテクタ）

病      院
整備事業

ＩＶＲ－ＣＴ

9,693,779千円 
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下 水 道 事 業 会 計 予 算

及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書



議案第３２号

（総則）

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　１　処理区域内人口　 人

　２　主要な建設改良費

　（１）　管渠事業費 千円

　（２）　ポンプ場事業費 千円

　 (３) 　流域下水道建設費 千円

　 (４) 　固定資産購入費 9,200 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　公共下水道事業収益 千円

　　第１項　営業収益 千円

　　第２項　営業外収益 千円

　　第３項　特別利益 千円

　第２款　農業集落排水事業収益 千円

　　第１項　営業収益 千円

　　第２項　営業外収益 千円

　　第３項　特別利益 千円

　第１款　公共下水道事業費用 千円

　　第１項　営業費用 千円

　　第２項　営業外費用 千円

　　第３項　特別損失 千円

　　第４項　予備費 千円

　第２款　農業集落排水事業費用 千円

　　第１項　営業費用 千円

　　第２項　営業外費用 千円

　　第３項　特別損失 千円

　　第４項　予備費 千円

令和７年度平塚市下水道事業会計予算

収　　　　　入

支　　　　　出

第１条　令和７年度平塚市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

2,176,218

254,544

7,879,660

402,457

221,558

5,425,100

170,086

2,446,962

246,462

246,462

7,598

7,313,588

550,617

1,501

10,000

5,000

214,962

26,100

400

10

7,875,706

24,894
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（資本的収入及び支出）

　第１款　公共下水道事業資本的収入 千円

　　第１項　企業債 千円

　　第２項　他会計出資金 千円

　　第３項　他会計負担金 千円

　　第４項　分担金及び負担金 千円

　　第５項　国庫補助金 千円

　第２款　農業集落排水事業資本的収入 千円

　　第１項　他会計出資金 千円

　第１款　公共下水道事業資本的支出 千円

　　第１項　建設改良費 千円

　　第２項　企業債償還金 千円

　　第３項　投資 千円

　第２款　農業集落排水事業資本的支出 千円

　　第１項　建設改良費 千円

　　第２項　企業債償還金 千円

97,810

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

　額に対し不足する額2,318,562千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

　197,991千円、過年度分損益勘定留保資金2,120,571千円で補てんするものとする。）。

100,000

2,583,000

2,924,022

69,873

22,503

515,458

収　　　　　入

支 出

47,539

47,539

5,607,022

3,338,731

2,244,100

486,797

7,810

90,000
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（債務負担行為）

（単位：千円）

（企業債）

（単位：千円）

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

(１) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

公共下水道事業

限　度　額

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

154,600

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

令和７年度から
令和12年度まで

政府資金については、
その融通条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。
ただし、財政の都合に
より据置期間及び償還
期限を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に
借換えすることができ
る。

3.5％以内
ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の利率。

1,865,800

償　還　の　方　法利　率起債の方法

普通貸借又は証
券発行。
事業の進捗その
他の都合により
翌年度に繰越し
て起債すること
ができる。

資本費平準化債 223,700

流域下水道事業

限　度　額起債の目的

融資残高並びにこれに
付帯する利息の合計額

期 間事 項

排水設備水洗化改造資金として融資した金融機関
に対する損失補償（令和７年度設定分）
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　(１)　職員給与費 417,800 千円

（他会計からの補助金）

　　令和７年２月１４日提出

平塚市長　落　合　克　宏

第１０条　下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、109,868千円で

　ある。

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

　それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
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